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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ファンを装着して底ベース上に圧縮機と熱交換機を搭載する筐体と、
　前記底ベースを載置して接地面に固定される脚部と、
　前記筐体の側面をカバーする側面カバーと
を備えた空気調和装置又は冷凍機の室外機であって、
　前記側面カバーは折り曲げて形成された２つの面が、前記底ベースの２つの面及び前記
脚部の２つの面とそれぞれ締結部材で締結されていることを特徴とする室外機。
【請求項２】
　請求項１記載の室外機であって、前記脚部は前記筐体の側面に沿って前記筐体を載置す
る面と前記筐体を載置する面に対向して接地面と接する面を有し、前記接地面と接する面
の前記筐体の側面に沿った両端部付近に前記接地面と接する面から立ち上がる前記筐体の
側面と平行な面を有する第１の面と、前記接地面と接する面から立ち上がる前記筐体の前
面と平行な面を有する第２の面が形成されていることを特徴とする室外機。
【請求項３】
　請求項２記載の室外機であって、前記側面カバーの直角に折り曲げられて直交する２つ
の面の内の第１の面は前記脚部の前記接地面と接する面から立ち上がる第１の面と第１の
締結部材で締結されており、前記側面カバーの直角に折り曲げられて直交する２つの面の
内の第１の面と直交する第２の面は前記脚部の前記接地面と接する面から立ち上がる第２
の面と第２の締結部材で締結されていることを特徴とする室外機。
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【請求項４】
　ファンを装着して底ベース上に圧縮機と熱交換機を搭載する筐体と、
　前記底ベースを載置して接地面に固定される脚部と、
　前記筐体の側面をカバーする側面カバーと
を備えた空気調和装置又は冷凍機の室外機であって、
　前記側面カバーは端部付近を折り曲げて前記筐体の前面の一部を覆う形状を有し、前記
側面カバーは前記筐体の側面をカバーする面と前記折り曲げて前記筐体の前面の一部を覆
う面とがそれぞれ前記底ベース及び前記脚部とに締結部材で締結されていることを特徴と
する室外機。
【請求項５】
　請求項４記載の室外機であって、前記脚部は前記筐体の側面に沿って前記筐体を載置す
る面と前記筐体を載置する面に対向して接地面と接する面を有し、前記接地面と接する面
の前記筐体の側面に沿った両端部付近に前記接地面と接する面から立ち上がる第１の面と
、前記第１の面と直交する方向に前記接地面と接する面から立ち上がる第２の面が形成さ
れていることを特徴とする室外機。
【請求項６】
　請求項５記載の室外機であって、前記側面カバーの前記第１の面は前記脚部の前記接地
面と接する面から立ち上がる第１の面と第１の締結部材で締結されており、前記側面カバ
ーの前記第２の面は前記脚部の前記接地面と接する面から立ち上がる第２の面と第２の締
結部材で締結されていることを特徴とする室外機。
【請求項７】
　請求項４記載の室外機であって、前記側面カバーの端部付近で折り曲げて前記筐体の前
面の一部を覆う部分の前記底ベースと締結部材で締結される部分の幅寸法と前記脚部と締
結部材で締結される部分の幅寸法とは同じであることを特徴とする室外機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、空気調和装置や冷凍機等の室外機に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　一般にビル用空気調和装置や小型冷凍機には、上部に送風機を配した上吹き型のやや大
型な室外機が用いられる。この形態の空気調和装置の室外機としては、特開２００７－３
０９６３２号公報に記載されているような形態をしているものがある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００７－３０９６３２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記特許文献１の記載の形態の空気調和装置の室外機では、熱交換器の表面積を増やす
為、熱交換器を略コの字型や略ロの字型に配している。このように配置した熱交換器の外
気を取り入れるための通風を阻害しないようにする為、正面側を除く側面、背面には大き
な開口部分が存在する。このため開口部により強度・剛性が低下しやすく、振動・騒音な
どにも影響を与える。しかしながらこの改善の為に補強部材を追加すると、部品点数の増
加や素材使用量の増加などから、コストアップ要因となる。また熱交換器付近に補強部材
がある場合、通風阻害要因となる為好ましくない。
【０００５】
　本発明は上記した従来技術の課題を解決して、コストアップ要因や通風阻害要因を抑え
つつ、室外機の振動、騒音、信頼性を確保する為、既存部品の一部に強度部材としての機
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能を高め強度・剛性を高めることが可能な構造の空気調和装置の室外機を提供するもので
ある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決するために、本発明では、ファンを装着して底ベース上に圧縮機と熱交
換機を搭載する筐体と、底ベースを載置して接地面に固定される脚部と、筐体の側面をカ
バーする側面カバーとを備えた空気調和装置又は冷凍機の室外機において、側面カバーは
折り曲げて形成された２つの面が、底ベースの２つの面及び脚部の２つの面とそれぞれ締
結部材で締結されるように構成した。
【０００７】
　また、上記課題を解決するために、本発明では、ファンを装着して底ベース上に圧縮機
と熱交換機を搭載する筐体と、底ベースを載置して接地面に固定される脚部と、筐体の側
面をカバーする側面カバーとを備えた空気調和装置又は冷凍機の室外機において、側面カ
バーは端部付近を折り曲げて筐体の前面の一部を覆う形状を有し、側面カバーは筐体の側
面をカバーする面と折り曲げて筐体の前面の一部を覆う面とがそれぞれ底ベース及び脚部
とに締結部材で締結されるように構成した。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、室外機筐体に殆ど付加部品を追加することなく、筐体の剛性・強度を
改善でき、また通風阻害要因を増やすことなく、強度・剛性を改善できる。また、殆ど付
加部品を要しないことから、コスト面でも優れる。構成及び効果の詳細は、以下の実施形
態の説明により明らかにされる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】一般的な空気調和装置の室外機の外観を示す斜視図である。
【図２】一般的な空気調和装置の室外機の側面の断面図である。
【図３】一般的な空気調和装置の室外機の図２におけるＡ－Ａ断面矢視図である。
【図４】一般的な空気調和装置の室外機の剛性を説明するための室外機の斜視図である。
【図５】本発明の比較例としての一般的な空気調和装置の室外機の脚部への取付けの状態
を示す斜視図である。
【図６】本発明の実施例に係る空気調和装置の室外機の脚部への取付けの状態を示す斜視
図である。
【図７】本発明の実施例に係る空気調和装置の室外機の脚部の構造を示す脚部の斜視図で
ある。
【図８】本発明の実施例に係る空気調和装置の室外機の脚部を底ベースに取り付けた構成
を示す斜視図である。
【図９】本発明の実施例に係る空気調和装置の室外機の側面パネルの脚部及び底ベースに
取り付ける部分の構成を示す側面パネルの斜視図である。
【図１０】本発明の実施例に係る空気調和装置の室外機の脚部の別の構造を示す脚部の斜
視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　本発明による空気調和装置又は冷凍機の室外機は、筐体の左右側面の外表面部品と筐体
設置面と接する部品の前面、背面のいずれかもしくは両方に締結部を有し、筐体が前後方
向に揺れる際の力の分散を図り、強度・剛性を向上させることが出来るようにしたもので
ある。
【００１１】
　本発明を空気調和装置の室外機に適用した例について、以下に図面を用いて説明する。
　
　なお、本実施の形態を説明するための全図において同一機能を有するものは同一の符号
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を付すようにし、その繰り返しの説明は原則として省略する。　
　ただし、本発明は以下に示す実施の形態の記載内容に限定して解釈されるものではない
。本発明の思想ないし趣旨から逸脱しない範囲で、その具体的構成を変更し得ることは当
業者であれば容易に理解される。
【実施例】
【００１２】
　本実施例における空気調和装置の室外機の構造は、筐体の剛性確保に効果を奏するもの
である。本発明を明確にする為、最初に一般的な室外機の基本配置を示し、構造を解説す
る。
【００１３】
　図１は、本発明の比較例として、一般的な空気調和装置の室外機１００の外観を示す図
である。図２に側面の断面図を、また、図３に図２のＡ－Ａ断面矢視図を示す。
【００１４】
　図１乃至図３に示した構成において、１ａ，１ｂはメンテナンス用パネル、２ａ，２ｂ
及び３ａ，３ｂは側面パネル、４は送風機、４１は通風口カバー、８は天板、９は底ベー
ス、１０は筐体脚部、１１は圧縮機、１２はアキュムレータ、１３は制御盤、１４は固定
部材、１５は熱交換器である。
【００１５】
　室外機１００は、筺体５の上面の天板８の上には通風口カバー４１が設けられてその中
に送風機４が取り付けられている。また、筐体５の前面は、メンテナンス用パネル１ａ，
１ｂで覆われている。筺体５の側面及び背面は側面パネル２a,２ｂ及び３a,３ｂ (図３参
照)で覆われている。筐体５の底ベース９は、直交する４周の縁が上に折り曲げられた構
造をしており、圧縮機１１やアキュムレータ１２などを搭載している。また、前面のメン
テナンス用パネル１ａの側には、図示していない取付け板に制御盤１３が取り付けられて
いる。
【００１６】
　室外機１００の筐体５は、メンテナンス用のパネル１ａ、１ｂで覆われる面以外の面、
即ち筐体５の左右、背面など複数個所に熱交換器１５の空気吸い込み口として、側面パネ
ル２a,２b及び３a,３ｂの間の開口部６及び７(図３参照)で熱交換器１５が露出している
。側面パネル２ａ、２ｂ及び３a,３ｂは、空気吸い込み口としての開口部６及び７を広く
取るために、正面のメンテナンス用のパネル１ａ、１ｂより面積の小さな構造となってい
る。
【００１７】
　また送風機４は隣接して設置される他の室外機(図示せず)の影響を少なくするため、筐
体５の上部に配し、側面パネル２a,２b及び３a,３ｂの間の空気吸い込み口である開口部
６及び７から熱交換器１５を通して吸い込んだ空気を、筐体５の上部の通風口カバー４１
から外部に吹き出す構造となっている。
【００１８】
　このような室外機１００は、室外機内部の熱交換器１５への通風阻害を避ける為、側面
や背面を覆うパネル２a,２b及び３a,３ｂの間に大きな開口部６及び７を有するため、図
４に示すように、筐体５の前後方向(矢印の方向)の剛性が低くなりやすい。剛性が低い場
合、筐体５は送風機４や圧縮機１１に起因する加振源により共振を生じやすく、振動・騒
音が大きくなる場合がある。よって熱交換器１５への通風を阻害しない範囲にて筐体５の
剛性を高める構造が必要である。
【００１９】
　図４に示した筐体５の前後方向の変形の状態から、筐体５の前後方向の変形には、脚部
１０付近の変形が大きく寄与していることが判る。従って、脚部１０付近の変形を抑えて
筐体５の前後方向の変形量を小さくすることにより、振動・騒音の発生を抑制することが
できるものと考えられる。
【００２０】
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　図４に示す脚部１０の端部付近の丸で囲んだ部分１１を拡大して示したものが図５であ
る。筐体５の下部の脚部１０は架台２１や地面に対し、ボルト締結穴１０aを介し固定さ
れる構造となっている。なお、図５において、脚部１０の１０ａ－１は、室外機１００を
フォークリフトで搬送するときに、フォークリフトのフォークを差し込むための穴である
。
【００２１】
　図５に示した比較例の室外機１００においても筐体５の剛性を高めるために、側面パネ
ル２ａは、脚部１０の端部付近を折り曲げて形成した側面１０ｆと側面パネル２ａがねじ
などの締結部品５１により結合されている。さらに脚部１０の上面に固定されて圧縮機１
１などの機器を設置する底ベース９と側面パネル２ａもまた同様に締結部品５２、５３に
より結合され、筐体５の角部における構造物の剛性を高める構造を採っている。また側面
パネル２ａは図１に示すメンテナンスパネル１ａ、１ｂを固定するため、わずかに正面側
に段差をつけた折り返し部分２ａ－２が存在しており、底ベース９と脚部１０の境界部よ
りも上の部分には、正面側への段差をつけた折り返し２ａ－１が存在している。
【００２２】
　上記構造のまま更に剛性を向上させようとした場合、脚部１０や側面パネル２ａの板厚
を増やすなどの方策を採るか、別途補強部材を追加する必要がある。これらの方法はコス
トアップにつながり、また後者の別途補強材を追加する場合は、補強部材の設置場所によ
っては、熱交換器への通風を阻害しかねない。
【００２３】
　本発明では、上述の課題に鑑みてなされたもので、コストを抑制でき、なおかつ熱交換
器１５への通風阻害とならない形で筐体剛性を確保できるような構造としたものである。
【００２４】
　すなわち、本実施例においては、図４で説明した筐体５の前後方向の変形の状態から、
脚部１０付近の剛性を上げることにより筐体５の前後方向の変形量を小さくし、振動・騒
音の発生を抑制するようにしたものである。
【００２５】
　本発明の実施例を図６乃至図１０を用いて説明する。なお、図６乃至図１０に示した構
成は、比較例として説明した図５に示した構成に対応する部分の図であり、そのほかの部
分は、図１乃至図３で説明した構成と同じであるので、説明を省略する。すなわち、本実
施例における室外機の側面の断面図は図２で説明したものと同じであり、また、図２のＡ
－Ａ断面矢視図である図３に示した構成も、本実施例における室外機の構成と同じである
。
【００２６】
　本実施例では、図６に示すように、側面パネル６２ａの側面側を底ベース６９と脚部６
１０の側面部６１０ｆと締結部品６５１にて固定するのは、図５で説明した比較例の場合
と同様ではあるが、脚部６１０の両端部に折り返し部６１０ｇを設け、側面パネル６２ａ
の正面側の折り返し６２a-1を下部まで延長し、脚部折り返し部６１０ｇと締結部品６５
４にて結合できる構造とする。また、図６に一部を示している側面パネル６２bには、比
較例で示した図３の側面パネル２ｂと同様な形状を有する裏面側の折り返し部が形成され
ている。
【００２７】
　図７に、脚部６１０単体の外観を示す。脚部６１０は、１枚の板をコの字状に折り曲げ
て接地面と接する底面６１０ｄと筐体５を載置する上面６１０ｅを形成し、底面６１０ｄ
と上面６１０ｅに挟まれた立上り面６１０ｂを内側に折り返した側面部６１０ｆが両側に
形成されている。更に、両側に形成した側面部６１０ｆの近傍で、底面６１０ｄの端面６
１０ｃの側の一部を上側に折り返して側面部６１０ｆとほぼ直交する方向に折り返し部６
１０ｇが形成されている。側面部６１０ｆには、締結部品６５１で側面パネル６２－aと
締結するための穴６５１－１が形成されている。
【００２８】
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　図８には、１対の脚部６１０の上面６１０ｅの上に、４周の端部をそれぞれ折り曲げて
箱状に成形した底ベース６９を載置して図示していないボルトなどの固定手段で固定した
状態を示す。底ベース６９の側面には、締結部品６５３で側面パネル６２‐ａの正面側の
折り返し部６２a-１と締結するための穴６５３‐２、及び締結部品６５２で側面パネル６
２‐ａを締結するための穴６５２－２が形成されている。ここで、底ベース６９の穴６５
３‐３が形成されている面は、脚部６１０の折り返し部６１０ｇが形成されている面と同
じ平面上にあり、底ベース６９の穴６５３‐２が形成されている面は、脚部６１０の側面
部６１０ｆが形成されている面と同じ平面上にある。
【００２９】
　図９には、側面パネル６２－aの脚部６１０と底ベース６９とに固定する部分の斜視図
を示す。側面パネル６２－aは、一旦折り返されて端面６２ａ－２が形成され、一段下が
った部分でまた折り返されて面６２ａ－１が形成されている。この面６２ａ－１の上には
、メンテナンスパネル１ａ，１ｂが取り付けられる。
【００３０】
　図９に示すように、側面パネル６２－aの脚部６１０に固定する部分は、一番下側の部
分が、正面側の折り返し６２a-1の一番下側と同じ長さで形成されている。また、側面パ
ネル６２－aには、締結部品６５１で脚部６１０の側面部６１０ｆと締結するための穴６
５１－３，締結部品６５２で底ベース６９と締結するための穴６５２－３が、正面側の折
り返し６２a-1には、締結部品６５３で底ベース６９と締結するための穴６５３－３が、
また、締結部品６５４で脚部６１０の折り返し部６１０ｇと締結するための穴６５４－３
，それぞれ形成されている．
　また、側面パネル６２aは、締結部品６５２及び６５３で２面が底ベース６９の側面の
２面とそれぞれ固定され、側面パネル６２ａの下部は脚部６１０と結部品６５１および６
５４で２面が固定される。このような構造とすることにより、側面パネル６２aは底ベー
ス６９及び脚部６１０とより強固に結合され、比較例で説明した図５に示して構造と比べ
て、剛性を高めることができる。また折り返し６１０ｇの高さＨを、脚部６１０の端部６
１０ｃから折り返し部６１０ｇまでの寸法Ｄを小さくすることで、折り返し部６１０ｇの
部分を端部６１０ｃの一部の折り返しのみで制作する事ができ、脚部６１０の折り曲げ加
工前の展開寸法で見た場合は、素材の使用量は大きくならず、コスト面で優れる。
【００３１】
　図５で説明した比較例における側面パネル２ａの正面側下部の折り返し部分２ａ－２の
部分は、４角の板材から上部の折り返し部分２ａ－１の幅との差分を切り出して成型する
必要があった。これに対し、図６に示した本実施例における構造では、側面パネル２aの
正面折り返し部分６２ａ－１の部分の幅寸法は下側の端部まで一定であるので、余計な切
り出しを必要とせず、加工工程上も優れる。
【００３２】
　以上、側面パネル６２ａと底ベース６９及び脚部６１０との接続について説明したが、
側面パネル６２aと対向する位置に配置した図示していない側面パネル(図３の側面パネル
３aに相当)と底ベース６９及び脚部６１０との接続についても上記に説明した側面パネル
６２ａの場合と同様であるので、説明を省略する。
【００３３】
　図７で説明した構成では、脚部６１０の立上り面６１０ｂを内側に折り返して側面部６
１０ｆを形成する例をしましたが、図１０に示すように、脚部６１０－１の底面６１０ｄ
から立ち上げて形成してもよい。図１０に示した脚部６１０－１において、図７で説明し
た脚部６１０と同じ番号を付した部分は図７で説明したものと同じであるので、説明を省
略する。
【００３４】
　本実施例によれば、側面パネル６２ａを底ベース６９及び脚部６１０とそれぞれ２面で
固定することができ、筐体５の前後方向に対する側面パネル６２ａの剛性を高めることが
できるようになった。これにより、室外機１００を作動させたときの振動・騒音の発生を
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、比較例で示した従来構造と比べて抑制することができるようになった。
【００３５】
　また脚部折り返し６１０ｇを側面パネル６２aと締結することで生ずる、剛性・強度の
向上分を側面パネル６２ａの幅の短縮に用いることができる。すなわち、図６に示した本
実施例における側面パネル６２aの脚部６１０の側に延びた部分の幅Ｗ２を、図５で説明
した比較例における側面パネル２ａの脚部１０の側に延びた部分の幅Ｗ１と比べてＷ１＞
Ｗ２とすることもできる。これにより室外機筐体側面の開口部を広く取り、熱交換器への
通風抵抗を改善することもでき、熱交換器の変換効率を向上させることができる。
【００３６】
　よって、本実施例によれば、コストを抑えつつ、剛性を改善し、通風抵抗も改善するこ
とができる室外機を得ることができる。
【００３７】
　なお、上記に説明した実施例においては、空気調和機の室外機の例について説明したが
、本発明はこれに限定されるものではなく、冷凍機の室外機にも適用することができる。
【符号の説明】
【００３８】
　１ａ，１ｂ・・・メンテナンスパネル　　２ａ，２ｂ、３ａ，３ｂ，６２ａ・・・側面
パネル　　４・・・送風機　　５・・・筐体　　６，７・・・開口部　　８・・・天板　
　９、６９・・・底ベース　　１０，６１０・・・脚部　　１５・・・熱交換器　　６１
０ｆ・・・脚部の側面部　　６１０ｇ・・・脚部の折り返し部　　６２ａ－１・・・側面
パネルの正面折り返し部

【図１】 【図２】



(8) JP 6543539 B2 2019.7.10

【図３】 【図４】

【図５】 【図６】

【図７】



(9) JP 6543539 B2 2019.7.10

【図８】 【図９】

【図１０】
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